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デジタルアーカイブ白書 2005

デジヲルアーカイ ブ推進協議会 2005.3 

215P B5版 2700円(本体)

デジタノレアーカイブ推進協議会は「人類の

文化遺産を未来に継承すると いうデジタルア
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ーカイブ構想j を掲げて1996年に発足し、ほ

ぼ10年にわたり活動を続けてきた。その過程

で何点かの出版物をまとめているが、中でも

本書は活動の総決算と言える。

その構成は以下の通り。

第 1部 「デジタルアーカイブ2005J総論

総論

第 2部デジタルアーカイブ我が国の政策

内閣官房の施策

省庁の施策

第 3部 デ、ジタルアーカイブの普及調査結果

と事例

第 1章博物館・美術館

第2章 図書館・公文書館・大学・研究機

関

第 3章 自治体・公共団体・地域推進団体

第4部デジタルアーカイブメディアの動

向

第5部 デジタルアーカイブ関連動向

第 1章 デジタルアーカイブの技術動向

第2章 デ、ジタルアーカイブの人材育成

第 3章 著作権及びその他の権利問題

第4章個人ユーザーからみたデジタルア

ーカイブ

第5章パッケージ化商品

第6章 ミュージアム商品

第 7章圏内グッドWebサイト事例集

第8章海外のデジタルアーカイブの動向

資料

アーカイブ(またはアーカイブズ)という

語の一般への普及に、例えば fNHKアーカイ

ブス」のような番組が影響を持ったとすれば、

この協議会の名称および活動は、この語を行

政や関連業界に普及させるのに影響を持った

と言えるのではないだろうか。

しかし、用語が普及するということと、そ

れに関する理解が浸透することとは区別され

る必要があるだろう。アーカイブという語に

は本来、組織体の活動記録とか記録史料とい

った意味があるが、上に掲げた構想にも明ら

かなように、それらを電子化し提供すること

が、この協議会の主たる目的とされているわ

けではない。第 1部で「デ?ジタルアーカイブ

の対象は原則すべて」とされているとおり、

本書のいうデジタルアーカイブは非常に広く

f有形無形の文化的遺産をデ‘ジタル化して活

用すること」としづ程度に用いられている。

このような問題点を指摘はできるが、文字

資料に限らず多様な文化的遺産を所蔵する機

関や施設が、その所蔵資料をデ‘ジタル化する

ことには、インターネットの普及とも相まっ

て大きな意義があったと考えられる。利用者

には、そこまで出向かずとも各地の文化財に

触れることができる便利さを印象づけたし、

それを通じて各種の所蔵機関・施設の認知度

を高め、その社会的な意義・役割を再評価す

ることにもつながったと言えるだろう。この

ような観点から、本書の概要を見ていくこと

にしたい。

第 1部では各機関・施設で、のデジタノレアー

カイブの構築・公開状況について、 1. 博物

館・美術館、 2. 図書館・公文書館・大学・

研究機関、 3. 自治体・公共団体・地域推進

団体、 4.メディアという区分で概観され、

今後の課題としてメタデータの整備、人材の

育成、著作権の処理などが挙げられている。

第2部では政府省庁の施策として、 IT戦略

本部(内閣官房)が教育用デ、ジタノレコンテン

ツの整備や学術データベース、地理情報シス

テム (GIS) の整備に、文化庁が文化遺産オ

ンラインに、経済産業省がデジタルコンテン

ツを生かしたビ、ジネスモデ、ルの構築に、総務

省がデジタルミュージアム構想、に、それぞれ

重点的に取り組んで、いることが紹介される。

この第 2部までが序論的な内容で、第 3部

が全体の半分ほど、第4・5部で4分の lほ

どを占め、残りの4分の lが「資料」として

所蔵機関や学会・団体の一覧、用語解説、そ

してこの協議会の紹介などを収録している。

本書以前に『デジタルアーカイブ白書』は

2001、2003、2004年版の 3冊が公刊され、い

ずれにおいても各機関・施設で、のデ、ジタルア



ーカイブ整備状況の調査が実施されている。

過去 3回の調査ではアンケート調査が主体で

あり、それを補完するものと してウェブサイ

トの調査が実施されていたが、本書では後者

の調査が主体となっている点が特徴となって

いる。

第3部は章ごとに内容を少し詳しく見てお

きたい。第 1章によれば調査対象となった博

物館 ・美術館1687館の うち82.3%(1347館)

がウェブサイ トを開設している。アンケー 卜

によって現場の担当者を煩わせなくても、ウ

ェブサイトを訪問することでかなりのことが

わかるようになってきたと見てよいだろう。

この第 1章で興味深いのは、独立した国公私

立の博物館や美術館だけでなく、 多様な設立

母体の施設や機関をも調査対象と している点

である。具体的には、運営母体別に国立、都

道府県立、市町村立、私立、公益法人、教育

機関(大学の附属博物館など)、寺社仏関、そ

の他、不明のように分類しており、調査項目

もウェブ公開している資料の点数、目録や検

索機能の有無、拡大表示や補助画像など付加

機能の有無など、デジタルで、あることに力点

を置いて各ウェブサイトの現状を把握しよう

と努めている。 個別には圏内の代表的な美術

館、博物館に加えて特徴ある施設も含め、8

の事例を紹介している。

第 3部第2章は図書館 ・公文書館・ 大学 ・

研究機関を対象に同様のウェブサイト調査と

8の事例紹介を行なっているが、 章末の6ペ

ージで「大学におけるデ、ジタルアーカイブ研

究事業一覧」と題して、大学ごと、研究者ご

とにデジタルアーカイブに関連 してどのよう

な研究が進められているかを、ンンプルな表の

かたちに して紹介している。デジタルアーカ

イブに関連して何か知 りたいと思うことがあ

れば、この表で紹介されている研究者名や研

究題目をキーワー ドとしてイ ンターネッ ト検

索をかければ、求める情報が得やすくなる場

合もあるだろう。

第 3章は全国158の主要な自治体・公共団体

のう ち76団体がデジタルアーカイブを開設し
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ていると述べる。 1、2章と同様ウェブサイ

ト調査と4事例 (地域の推進協議会やNPO法

人コンソーシアムなど)の紹介が行なわれて

いる。ウェブサイト調査のひとつ 「デジタル

アーカイフ守の資料内容」 には絵画や地図など

と並んで公文書という項目もあるのだが、こ

れに該当するのが76団体中2団体、いずれも教

育委員会関係のものである。本書の性格上「行

政文書への市民のアクセスを保証し、それに

よってアカウンタ ピリティを高めるJといっ

た視点からこれを分析することは守備範囲を

超えるものと考えられるが、 この調査結果自

体は重く見てよいのではないだろうか。

第4部はメディアにおけるデジタルアーカ

イブの動向を、放送局、通信社、新聞社、 出

版社、フィルム ・アーカイブに分けてまとめ

ている。いずれの産物も貴重な文化的資産で

あるが、もともとは商品 として作られたもの

であるという点に注意が必要だ (NHKの制作

物については即断はむずかしいが)。新聞のニ

ュース記事などは、ある出来事が起こってか

ら、あらためでそれに関連する記事を検索す

るなどの方法によって、その出来事の予兆と

見てもいいような記事に後になって気づくと

いったこともあり、過去の蓄積が多ければ多

いほど資料的な価値は高まる と期待される。

しかし、記事のデータベースを無料で公開し

ている新聞社は一部にとどまり、多くは登録

制(有料)サイ トによ るデータベースを整備

しているようだ。この場合ク ローズドなデー

タベースとなるため一般的なインターネット

検索にヒッ トすることがなくなる。新聞記事

を社会的な資産と見ることも可能なのかも知

れないが、しかし現状ではそのデータベース

を運営するのは個々 の新聞社であ り、いくら

新聞が 「公器」だと言われることはあるとし

ても、そこまでの負担を新聞社に求められる

ものかどうか、疑問の余地が残る。

第5部ではデジタルアーカイブに関連する

多様な動向が 8章に分けて紹介されている。

技術的な動向としては伝統的なアーカイブズ

の世界で作られてきた分類法、すなわち組織
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や個人の活動記録を適切に検索できるように

するための分類法を踏まえた国際標準の解説

を通じ、今後のデ、ジタノレアーカイブが「無秩

序なデジタルファイルの集合」とならないよ

う注意を喚起している。人材育成については

デジタル・アーキピストに求められる能力と

して、文化や現物資料についての理解、デー

タベース構築についての知識と技能などが挙

げられている。法的な動向については特に二

次利用の簡単なデジタルデ、ータを意識して、

改正された著作権法の概要と代表的な事件に

ついての判例が紹介されている。また、ユー

ザーの視点から利用しやすいデ‘ジタルアーカ

イブについて、実際のサイトを紹介しながら

検討し、さらにオンラインの図書検索システ

ムであるOPACを取りあげ、検索手段のデジタ

ル化という点で先行する図書館の試みからデ

ジタルアーカイブが学ぶべき点を検討すると

いう議論も掲載されている。商品化関連では

絵画を撮影したものやデジタル処理した映画、

あるいは歴史的なラジオニュースなどのデジ

タルデータをCDやDVDIこしたパッケージ商

品、あるいは人気のある絵画をモチーフに文

房具やインテリア用品をつくるミュージアム

商品の具体例が紹介される。最後に海外のデ

ジタルアーカイブの動向が紹介され、国内60

件のウェブサイトをデザインや資料性、末尾

には手作り感覚といった観点から紹介する表

が掲載されている。

以上で本論が終わり、調査対象としたウェ

ブサイトのサイトアドレス一覧やデジタノレア

ーカイブ構築のためのロードマップ、地域推

進団体、企業ミュージアム、用語解説、協議

会の歩みといった記事が掲載されている。

デ、ジタルアーカイブ協議会の10年というの

はパーソナルコンビュータがウインドウズと

いう OSを搭載して学校や家庭、企業や官公庁

に普及していった10年にちょうど重なってい

ると言うこともできる。これが今のところコ

ンピュータを利用する際の事実上の標準(デ

ファクト・スタンダード)になっていると言

わざるを得ない。

デジタルアーカイブがデジタルで、あること

によって持つ特徴として「インターネット経

由でどこからでも閲覧できる」という点をは

ずすことはできない。デジタル技術の発展と

インターネット回線のブロード、バンド化の進

展によって「遠方にあるものを目の前の画面

上に呼び出すことができる」ようになったこ

との利便性は否定できないが、今後懸念され

る事態として「どこからでも閲覧できる」が

可能となるには「インターネットに最新のos
を搭載したマシンがつながっていればJとし、

う条件をクリアしていなければならない、と

いったことも出てくるに違いない。

デ、ジタルアーカイブの普及に力を注いでき

たこの協議会はすでに活動を休止し、ウェブ

サイトも活動記録やデータのリストなどの掲

載をもって更新を終えているようだ。普及の

ための10年を振り返ったうえで、デジタルベ

ースでアーカイブを充実させていくことの意

義がもう一度見直されてよい。本書とそれに

先立つ3冊の白書は、そのための貴重な手がか

りとなってくれるように思う。

藤吉圭二・高野山大学




